
 

 

 

 

 

 

⑥交通費の支払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費負担基準 

 

科  目 内     容 詳     細 

旅  費 

・交通費 

・高速料金（利用時のみ） 

・下記の通り派遣依頼者が負担 

・領収書により実費分を派遣依頼者が

負担 

消耗品費 
・材料費 ・活動に必要と認める物品の額を派遣

依頼者が負担 

 

 

 

 

※自宅から会場までの距離を基準とする。 

（ただし、小数点以下の端数については切り捨てるものとする。） 

例：５.７㎞（片道）×２＝１１.４㎞（往復） １１㎞×３７円＝４０７円（支払額） 

※公共交通機関を利用した場合は、実費相当分の金額を負担する。 

移動距離（往復） 支 払 額 

５ｋｍ未満 ０円  

５ｋｍ以上 移動距離×３７円 

①ことぶきマスターの選出

及び派遣申請書の提出 

派遣依頼者 

【施設・自治会など】 

 

 

 

 

人材バンク登録者 

【ことぶきマスター】 

 

 

 

 

山梨県社会福祉協議会 

【ことぶきマスター人材バンク】 

 

 

 

 

②申請内容にもとづく依頼・

連絡調整及び決定 

③ことぶき 

マスター 

紹介・連絡先等

の連絡 

⑤活動（発表・指導） 

④事業等の詳細打ち合わせ 

せ 

⑦
事
業
終
了
後 

派
遣
実
施
報
告
書
の
提
出 

（
２
～
３
枚
写
真
を
添
え
て
） 

 


